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 田 災害 ン ン 基 ン 

 

置  

 田 い 近い将来 首都直 地震 多摩直 地震 M . 東京湾 部地震

M 予想 田 地域防災計 度修 以 計  

いう 田 以 いう 要請 田 社会福祉 議会 以 社

いう 中心 田 災害 ン ン 以 災害 ン

いう を設置 運営 明記 い  

 災害 ン 設立 運営を 滑 行う 社 間 田 災害 ン 

ン 設置運営等 定 以 定 いう を締結 い  

 

目的 

 行政及 機 団体 NPO等 連携 田 災害 ン 活動を効果的

効率的 展開 被災者 被災地 一日 い復興を支援 を目的 災害

ンを設立 運営  

 

運営原則 

 災害 ン 基 的 運営原則 被災者中心 地元主体 あ  

 被災地並 近隣地域 状況を 理解 信頼 築 い 地域 民 中心

外部支援を 込 被災者 声 耳を傾 被災者自身 力を引

出 を念頭 適 支援を提供 い 求  

 

役割 

 災害 ン 災害 生時 臨時 ン ン 被災者 被災地支援

活動 一般 ン 録等を行い 被災者 活動を結

を行う  

 計 定 基 要請を 社 災害 ンを設置 運営 設置 運

営 あ 必要 応 機 力 対応 被災状況 被災地 近

隣 拠点を置 支援を行う必要 あ 場合 現地 ン ン ○○地

を設置  

 

 災害 ン ン 主 役割 

  ン 確保 

  ン 付 録 配置 活動 容 指示 

  ン 活動 連絡 調整 

  ン 保険加入手  

  被災地 避難施設等 ン 把握等 情報 集 
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  東京都災害 ン ン 連絡 調整 

 必要 資機 出 管理 

 

 現地 ン ン ○○地 主 役割 

  ン 活動拠点 

  必要 資機 出 管理 

  現地 情報 集 

  災害 ン 連絡 調整 

 

災害 ン  

 災害 ン  

  外 被災者 被災地支援 能力や時間 を自 的 提供 個人及

団体をいう  

 

 ン  

 計 い 災害 ン を う 大 い  

  一般 ン  専門知識 技術や経験 労力等を提供 ン

災害 ン 対応  

  録 ン  応急 険度 定員 防災 語学 ン 東京消防庁災害

時支援 ン 赤十字 ン 等 都等 録 活動

ン 担当部署 対応  

  専門 ン  防災 機 対策事業 力 栄養士 保健師 保育士

護福祉士 弁護士 建築士等 専門的知識技能を ン

担当部署 対応  

 

 所属  

個人 ン  組織や団体 属 個人 活動 ン  

団体 ン  何 組織や団体 属 組織等 一員 活動 ン

 

 

行政や多団体 連携体制 

田 役割 

 

 

 

 

 主 役割 

 

田 社会福祉 議会及 機 連携 ン 活動を 滑 推

い ン 細 機敏性 軟性等 ン 活

動 特性を 揮 う 行政 過度 避 自主性を尊 う留意

田 地域防災計  
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  ン ン 応援 調整 

  専門 ン 入  

  ン 要請 

  ン ン 情報提供 

  必要 資機 確保 

  都 連絡 調整  等 

 

団体 機 連携 

災害 ン 運営 人 資機 資金 情報等 対 課題解決

多 団体 機 連携 必要 会 自治会を

各団体や 機 日頃 を深 ワ を 必要 あ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災害 ン 設置 

設置 断 

決定機  

定 基 要請 社 設置 但 災害 状況 災害対策 部

設置 い場合 必要 応 社 議 災害 ン 設置を検討

 

 

断期間 

概 災害 生 時間以 設置 断を行う 設置 い 断を 後 必要

場合 記 断 い 設置  

 

運営開始 

災害 ンを設置 場合 概 災害 生 時間以 運営を開始

う 議 準 を行う  

 

 

会 自治会 
学校 PTA 

民児  

田 東京都 

福祉施設 

生  
商工会 JC NPO NGO 日赤 

当事者団体 

療機  

自主防災組織 

企業 労組 

ン 団体 災害 ン ン  
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設置期間 

設置期間 ン 依頼 状況等 応 調整 設置期間 概

ヶ 間を想定 後 閉所 向 検討を行い通常 社 ン ン

業務 移行を行う  

 

設置期間 災害 ン 動  

期 間 主  動  

時間以  設置検討 決定 

時間以  災害 ン開設準 職員体制 整 団体 機 力依

頼  

時間～ 間 災害 ン運営 

間～ ヶ  被災者 ン 依頼 状況等を考慮

災害 ン 縮小及 閉所を見据え 運営  

ヶ 後 閉所 社 ン ン 業務 支援体制 移行

 

 

設置場所 

災害 ン 設置場所  

田 災害 ン ン  

  設置場所: 田 立総合体育館 田 瀬  

  階 を ン会場 ン 活動希望者 集合 録

を行う 事務所 部 機能 資機 出場所 送迎車両待機場所 適当

電源 電 回線 水 ンや 機等 OA機器 無 十 確

保 場所を想定 必要 あ  

   

 

 

 

 

 現地 ン ン ○○地  

  設置場所 未定 被災地 近 ン 活動拠点 場所  

 

 

 

 

 

 

 

田 災害 ン ン 田 立総合体育館 設置

当 施設 災 設置 困難 場合 代わ 場所を確保

田 災害 ン ン 設置運営等 定  

著 い被害を 地域 現地 ン ン

設置 い 社 要請 あ 設置場所 確保

田 災害 ン ン 設置運営等 定  
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被災者 被災地 

域  

会 自治会  

民児 日赤  

ン 団体  

当事者団体  

NPO NGO 生  

自主防災組織  

商工会 JC  

企業 労組  

福祉施設 療機  

田

災
害
対
策

部 

福
祉
班
、
生
活
支
援
班

 

個
人
宅 

避
難
所 

公
共
施
設 

仮
設

宅 

団体 機  

都域  

東京都社会福祉 議

会 東京都災害 ン

ン  

多摩 社  

東京災害 ン

ワ  

NPO NGO 

設置要請  

運営支援 
 田  災 害 

ン ン  

運営 田 社会福祉 議会

ン 依頼  

被災情報 信 

現地 ン ン  

○○地  

ン 派遣  

把握 

支援 

運営 全体  

情報共  情報共  

活動支援 

広域  

全国社会福祉 議会  

災害 ン 活

動支援

会議  

東 信越静

社  

録 

一般 ン  

個人 団体
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職員 行動 

 災害 生後 災害応急及 災害復 等 対策を講 災害 ンを迅 設置 運営

職員 田 社会福祉 議会災害時職員行動 ュ 基 行動  

 

 参集基準 配 職員 

  震度 応 職員 配 勢  

域 震度 

自動参集基準  
配 職員 

震度 弱 各課課長 待機  

震度 強 各課課長 

各課主任職以 参集 又 勤務時間中 待機 

震度 以  全職員参集 

※震度 弱以 場合 被害 状況等 応 記 配 職員以外 必要 職員 参集 

あ  

 

 連絡方法 

 緊急連絡網 連絡 自 職員 い場合 更 職員 連

絡  

 必要 応 SNS等 連絡  

 

 職員 心構え 

  職員 い 災害 起 い う ュ 及 職員行動 ュ 定

業務を 時 理解 確認 必要 あ 勤務時間 外を問

わ 家族 連絡方法や参集場所 参集方法等を普段 確認 ュ ョン

を 大 あ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時 心得 田 災害時職員行動 ュ を参考  

 

迅 行動 大規模 災害時 い 人出 あ 足 いほ 多 活動 要

請 失敗を恐 迅 行動  

臨機応変 対応 災害 生当初 行う 多 時 生 何 行う

要 何 出来 臨機応変 断 適 対応  

自信 責任を持 行動 民 救 救護や支援 職員一人 活動 委

い 自信 責任を 指示 行動  

力 活動 災害応急対策活動 多 人 力 行う 効果的 あ

特 人 救 や救急 被災施設 復 等 い 民 防災 機 共 作業

必要 あ 力 合 活動 を基  

被災者 気配  被災 民や事業者 支援活動 い 被災者 心

情を察 温 い気持 対応  
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災害 ン ン 組織 

 組織概要 

  総務部 ン 部 地域活動部 組織 災害 ンを運営

社 通常業務を行い 運営  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部長 会長  

副 部長 常務理事  

統括管理者＝ ン 長 

事務局長  

B ン 部 C地域活動部 A総務部 

部長 地域福祉課長  

職員 
応援  

ン  

部長 相談支援課長  

職員 
応援  

ン  

部長 法人総務課長  

職員 
応援  

ン  

掘 
被災状況 情報 集 

資機 物資管理 

車両管理 

輸送手段 確保 

ン 向  

 情報提供 

活動希望者 付 
付 

ン  

  

ン  

 相談 

保険加入 付 

出納 経理 
人事 務 

広報活動

対応 

保険加入手  

環境 衛生管理 

機 連絡 

 調整 

統計 管理 

構  

役割 
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 各部 役割 機能 

総務部 災害 ン 事務 経理全般を担当 

 出納 経理       金銭管理 経費請求  

寄付 募金 事務  

ン 保険加入 請求  

 広報活動        管理運営  

                災害 ン情報紙 行 

 人事 務       各部職員体制 調整  

                応援職員等 依頼 配置調整 

 環境衛生管理      災害 ン運営 健 管理  

                災害 ン 衛生管理 

 機 連絡調整  災害対策 部 連絡調整  

機 社 等 連絡調整 

 統計 管理    被災状況 集 整理  

ン 付 依頼 派遣件数等 統計及 報告 

          事務用品 購入 管理 

 

ン 部 ン 入 ン ン 相談等  

業務全般を担当 

 活動希望者    ン 活動希望者 付 付  

    ン 保険 付 

 付   ン 派遣要請 付 

   ン 派遣調整及 容説明 ン ョン  

             活動待機者 管理  

ン 活動報告 付 

 相談 付     ン 活動 相談を  

 省会 実施   を中心 一日 活動 容を振 返  

 

地域活動部 被災者 被災状況 把握 物資 連 団体 働等を行う 

 掘     被災者や避難所 を把握  

 被災 情報 集  路 河川 状況 公共施設や社会福祉施設 復 状況 

 資機 管理      必要資機 管理 購入 

 輸送手段 確保    車両 管理 ン 送迎手配 物資配送 

   団体 連絡 働  企業や NPO等 団体 ン 連絡 働 
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応援  

  災害 ン 運営 社 職員 中心 行う 職員自身 被災 い

交通機 状況 や 参集 い 能性 あ 多数訪 ン

を 滑 入 十 人数 運営 必要 災害

ン 運営 社 職員や災害 連業務 特 NPO ン 団体

長期活動 能 ン 等を応援 携わ う 必要

あ 時 機 団体 連携 連絡を密 災害 ン 運

営方法等 い 共通認識を持 い  

  

開所時間 

  災害 ン 開所時間 午前 時 午後 時 但 状況 合わ

弾力的 運営を行う  

 

 品 資機 準  

  災害 ン 運営や 災害 ン 活動を行う あ 紙

う 品 資機 必要 定 い 必要 資機 等を提供

い 被災時 使用 う 時 入手 保管方法等 い

議 必要 あ  

  地域 企業や被災地支援を行う ワ 組織 出や提供を

あ  

 

 運営資金 確保 

  定 い 要請 基 設置 運営 災害 ン 要 費用

負担 い 災害 ン閉鎖後 請求 当面活用

資金 以 あ  

  ン 等を活用 広 募金 基金を募 方法 あ  

 

   共 募金会 災害等準 金  

   全国社会福祉 議会 福祉救援活動資金  

 

 機 連携 

  災害 ン 設置 運営 災害対策 部を 外 団体や社

持 全国 ワ 連携 力 い  

  時 者間 災害 ン 役割や活動 容 い 共通 認識や理

解を深 必要 あ 定例的 打 合わ や防災訓練 防災 講習会 を

顔 見え を 要  
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 災害 ン ン 開設 

災害 ン ン 開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定 基 災害 ン 設置 向 検討及 職員 召集 参集 

 

時 

間 

以 
 

災害 生 

被災情報 集 

 社 各事務所及 施設 被災状況 確認 

 災害対策 部 被災状況 情報を求 情報 活用  

  

  民児 会 自治会 ン 等 普段 連携 中 災害時 身近 範

被害情報 あ 場合 提供 え う  

設置 断 

 被災 大 被災者支援 必要性 等 災害対策 部 議を行い 設置

断を行う  

 →設置 場合    

  災害 生 時間以 運営を開始 う 準  

 →設置 い場合  後 対応を含 機 電 FAX等 連絡及  

           HP 掲載 周知 広報を行う 

設置 容 確認 準  

 設置場所等を決  

 ン 募集 範 を決  

 災害 ン 確保 

 設置 災害 ン 事務所を準 例 参照  

 事務用品 確保 

 最 限必要 物資購入 資金確保 

運営 活動方針 明確  

 災害 ン 活動方針を明確  

 ン 入 方針を決  

運営 体制  

 災害 ン運営 組織体制を  

 各部 担当 役割 担を行う  

広報 

 HP掲載 配 等を う 設置場所や活動 容等を情報提供

必要 応 ン 募集や被災者 ン 依頼 付を行う  

 

時 

間 

以 
 

災害 ン運営開始 
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被災情報 集 

災害 ン設置 断 被害 大 伴う 被災者支援 必要性 主

要因 急 被害状況や被災者 を把握 必要 あ  

 

設置 断 

開設場所や資金 懸案 ン開設 断 遅 混乱 元

予 十 議を行い 開設 う  

災害 ン設置 災害 ン 活動 被災者 被災地 行わ

あ 被災者 自立や被災地域 復興を いう原則を忘 い う

心掛 臨  

 

設置 容 確認 準  

 災害 ン 設置 あ 設置場所 確保 ン 入 体制 準  

人 物資 資金 確保 を行う  

 災害 ン 予定場所 田 立総合体育館 設置を第一候補 被災状 

況等 使用 考慮 複数 候補地を想定 必要 あ  

 災害 ン 設置場所 ン や 支援 必要 地域  

物資 保管や ン 待機場所 十 確保 う  

条件  

 災害 ン開設 事務用品 OA機器を揃え 始 必要 物品  

い あ 議を 必要 あ  

 災害 ン専用 電 回線を用意 HP 等 必要 応 公開  

 

運営 活動方針 明確  

災害 ン 活動方針 活動 目的 活動 容等 を明確  

 ン 入 方針を決  

 募集 範 を 都 あ い 近隣 限定  

駐車場 使用を許 公共交通機 限  

事前 録を 付 来所 限  

災害 ン 開所時間 ン 活動 時間 ？ 

運営 体制  

 災害 ン 開設 並行 組織体制 を行う 被災状況 情報  

人数や運営体制を決 い  

 災害 ン 運営 社 職員 加え 機 連携 必要  

過去 災害現場 経験者 い 経験則 体制 を  

益 あ  
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広報 

 災害 ン 適 情報提供を 適 時期 行う 後々 活動記録 

や 後 資料 記録を残 う 撮影担当 明確 置付 必要  

あ  

 

ン 活動希望者 大 電 連絡 対 対応 労力 割 い う  

HP 必要 情報を掲載 確認 ン 参加 え う ン 

 

  

 

災害 ン い ＨＰ 掲載 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ン 求 個人装 例 

服装 動 や い服装 防寒 通気性 良い素 帽子 ン

手  等 

携行品 懐中電灯 雨具 折 袋 携 予 電池 等 

食料品 飲料水 非常食 飴 ョ 等  等 

生活品 救急用品 傷薬 痛 常 薬等

ュ 等 

 保険証 ン 携 電 地 筆記用具 等 

府 行 防災 ン 活動 情報 ン 集  

 

 

 

 

 

 

 

設置場所 所 目 駐車場 無等 

時 間 災害 ン 開所時間 ン 活動時間 

期  間 い 開所 開所 閉所 予定 

活動 容 労働 軽作業 技能を要 活動 

入条件 募集地域 限定 外 都外 齢 制限を設  

連 絡  ＨＰ 情報を得 う 電 問い合わ 最 限 

う  

準  必要 装 服装 ※ ン 保険 加入を  

寄  付 運営資金 募金を募  
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必要資機 事務用品 一覧 

 

 災害 ンを運営 際 記 う 資機 事務用品 必要  

 定 い 力 準 い 災害時 使用

う 時 入手方法や保管場所等 い 議 必要 あ  

 

 資機 例 

称 用途 

ン  事務所 各部 休憩所 物資管理 

机 い  事務作業 書類記入 ン 待機 

延長  電源 確保 

電機 停電時 作業用 

照明 投 器 懐中電灯 夜間 停電時 活動用 

ほう 袋  

 

車 一輪車  

手  

災害 ン 活動 使用 

照明 投 器 懐中電灯 夜間 停電時 活動用 

腕章 役割 明確  

 

 事務用品 OA機器 

称 用途 

ン ン 機 書類作 統計 管理 

固定電 携 電 Ｆ Ｘ 機 連絡 依頼 付 ン 対応 

ン 回線 情報 信 対応 

ワ 掲示用  情報 周知 ン 情報 掲示 

筆記用具  

ン  

模造紙 鋲  

電  

乾電池  

水性  

用紙 等 

事務用品 

ン  主要 各部間 連絡 

広域 宅地  活動場所 移動経路 把握  

 情報 集  

救急箱 ン 衛生管理 

非常食 水 寝袋 災害直後 泊 込 え  
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 災害 生 災害 ン ン 開設 閉鎖 時系列整理  

 

 初期活動期  

災直後～ 時間  

初期活動期  

時間～ 日  

概
況 

災直後 人 救 活動 優

行政 消防 機能 一時的

民 士 否確認

や救 活動 行わ 災害 規模 被

害状況を把握 災害 ン 設

置を検討  

災 時間以 を目 災害

ンを開設 ン 付や派

遣 準 を行う  

主

行
動 

○職員行動 ュ 沿 職場

出勤 待機 併 職場

被災状況 把握や 職員 否確認を

行う  

○ ン

情報や 信 情報

を 集 能 あ 地域 民

聞 を行い被害状況を把握

 

○ 災害 ン設置 要請 あ

場合 力 開設準 を  

○東社 及 機 被害状況を伝

災害 ン開設 向 力を

依頼  

○ 連携 災害 ン開設 向

計 的 準 を  

○災害 ン開設 い 社

掲載 配

を行い 民 周知  

○災害 ン 駐車場や災害 ン

活動 使用 資機 い

連携 確保  

○ ン 活動者 入 体制

い 力者 団体 議 整

 

確
認 

□管理職 一般職員 何人出勤 い

 

□災害 規模 被害状況 程度  

□ 担当者 連絡  

□ 災害 ン設置 要請 あ

 

□災害 ン 設置場所 決

 

□災害 ン開設 必要 物品 準

 

□電 回線 ン 回線等 確

保  

□東社 及 機 力を依頼

 

□ や 機 災害 ン 開設

い 議  

□ 東社 及 機

情報提供  

□ 社 や

民や ン 活動希望者 災害

ン い 周知  

□災害 ン 使用 各種様式 準

 

□ ン 待機 休憩場所 駐車

場等 確保  

□必要 資機

等 準  

□災害 ン 開設  
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応急活動期 

日後～ 間  

復 活動期 

間～1ヶ  

復興期 

ヶ ～  

や 機 連携を密

格的 支援活

動 組 多 ン

想定 十

確保 必要

 

災害 ン 活動

乗 支援 期

待 時間 経過

被災者 対

精神的 視 入

支援活動 必要  

仮設 復興 宅 新 い

ュ 形

日常生活 沿 支援

展開 生活情報 提供や

声掛 見 交流

組 必要  

○多 ン

活動 う

入 勢 整 を行

う  

○災害 ン 活動 十

認識 い い場

合 会 自治会

働 周知  

○社 災害 ン以外

独自 活動を展開

い 団体 青 会議所 生

各 NPO等 連携

効果的 支援活動を行う  

 

○依頼 対 適 支援を

行え い 支

援 繋 い 等

見直 を行う  

○ 日常生活 支援

や 対 精神

的 移行  

○新 ュ 活動

支援や生活情報 提

供 求  

○復興状況や 状況

等 や 機

議 災害 ン 閉

鎖 い 議  

○外部 ン

減少 中 仮設 復

興 宅 引 越 や

ュ 支援等新

生

的 ン 活動

参加を 掛  

○ 後 災害支援活動 活

用 う 記録や資料

を 析 整理  

○災害後 ュ

再構築 向 災害

ン わ 団体等

連携 働を  

□地域 避難所 設置場

所 確認 避難所

を把握 い

 

□地域 民 災害 ン

支援 周知

い  

□ 機 連携

応援 力を得

い  

□依頼 対 適

い 必

要 応 見直

い  

□避難所や仮設 宅 生活

被災者 寄 沿

支援を行え い  

□災害 ン 閉鎖 向

検討 い  

□地域 復興 向

ョンを や 機 共

い  

 

 

□依頼 容 変 を把握  

沿 適 支

援活動を行え い  

□仮設 復興 宅

ュ 再構築

い  

□災害 ン わ

団体 連携 働

い  
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 各部門 運営 留意点 

 総務部 

総務担当 

 総務担当 災害 ン 運営 い 全体 業務を主 行う

全 部 担当 を効果的 連携 全体 ン を行 災害

ン 方針を決 い 主 役割 対外的 窓口 機能 担う  

 ○主 業務 

  災害 ン 運営 体制 確保 全体調整 人員 資機 資金を含  

  職員配置状況 管理 応援職員等 依頼及 配置調整 様式 104  

   運営 引 等 支援 様式 107  

 災害 ン 部 各種連絡調整 

  行政や 機 連絡調整 様式 110  

  団体 対外的窓口 

  寄付物品 付 

  車両 様式 105 資機 様式 106 整 及 管理 

  個人情報 災害 ン 地域 民 管理 

  各種問い合わ 苦情対応 様式 108  

 統計 管理 

  各担当 報告 容 基 田 災害 ン ン 活動報告書

様式 109 を作 活動希望者 ン 依頼 ン 派遣 件数

を統計 管理  

 務 必要 応 者及 ン 送迎  

 

出納 経理事務担当 

○主 業務 

 会計 寄付金 付 支出管理 金 請  

 小口現金出納管理 

  物品購入 

 ン 保険 加入 込 保険金 請求  

  事務用品 管理 

 

衛生担当 

被災地 ン 活動 過酷 条件 活動 あ 活動中 怪 生

避難所 感 症 流行 あ ン 衛生管理 要 ン

 

 ン や災害 ン 連日 活動を余儀 場合 あ

十 健 管理 必要  

 ○主 業務 
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  事故や怪 未然防 策 提案 実施 

  災害 ン運営 健 管理 災害 ン 衛生管理 

 や処理 衛生状 維持 

 軽微 負傷者 手当  

 

広報担当 

 災害 ン あ ゆ 情報整理や広報活動を行う  

 被災 復 状況 情報 集 提供 災害 ン 周知や ン

募集 を行う  

 被災地外 向 災害 ン 設置や ン 募集状況 い

適 時期 確 情報を 信 求  

○主 業務 

 新聞 対応 

 災害 ン ン ＨＰ 運営 

 情報紙 作  

 各種情報を 集 整理 被害 復 路 状況 災害 ン 開所状況  

募集 行政情報 を 信  
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 ン 部 

ン 録 付担当 

  ン 付や 録前 ン ン 保険 加入 付を行う

ン 各種相談を行う 総務部 力 ン

募集 掲載 容を作  

 ○主 業務 

  ン 録 

  ン 付窓口 

   ン 活動希望者 ン 録票 様式 101 を提出  

   団体 い 事前連絡 うえ参加 う 等 広報 団体用

ン 録票 様式 101-2 事前 記入 う HP

付用紙 ン う  

  

 ン 録票 配 及 記入説明 

 記入 個人情報 災害 ン活動 ン 保険 加入 調査 統計

い 使用 を説明 録票 記載 付場所 入 口

や壁面 掲示 周知  

 

 ン 録票 付 

 記載 容を 記載漏 等無い 確認 代え 養生

氏 を油性 ン 記入 自身 目立 場所 張 付 う  

 ン 付簿 様式 101-3 作  

 

  ン 活動希望者 事前 ン  

   活動 留意事項 ン 活動状況 衛生管理 秘義務 険個 

所 保険加入 活動 流 等 い 事前 ン を行う  

 

 ン 保険 付 

  ン 保険未加入者 簿を作 加入手 保険料納入 い  

総務部 依頼  

 

  ン 活動 情報提供 相談対応 

   ン 活動希望者 情報提供を総務部 連携 行 

い 個人 連絡 対 個 対応 少 う  

 

  ン 録者 集計 報告 

作 ン 付簿を 日 総務部 提出 報告  
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ン 派遣調整担当 

  付 ン 派遣依頼 ン 録者 活動調整

を行う 活動終了後 ン 活動報告を 必要 あ 派遣 調

整を  

 ○主 業務 

  ン 派遣 調整 

   ン 要請 付担当 提出 ン 派遣依頼票 基  

ン 募集 求人票 様式 103 を作 ン 派遣調整を行う  

   派遣 場合 活動 を作 中 を決 活 

動終了 行動 う説明  

  派遣 容 い ン 派遣調整状況表 様式 102 3 を作  

  希望日時 あ 派遣依頼 い 日時 ン 等対応 注意  

  

 ン 活動前 ン ョン 

  活動 容 説明 活動 注意 い 説明 特 資料 

ン 活動 行 方 を渡 事故等あ 場合 対 

応法や資機 出 返却方法 活動終了後 報告 い 説明  

 

  ン 待機者 管理 

   ン 活動者や ン 依頼 状況 長時間待機 う 

あ 活動 紹 い あ を ン  

  

  ン 活動報告 付 

   ン 活動報告書 様式 102裏 基 報告を 

派遣 ン 全員戻 い 派遣 必要性 あ  

活動 様子や気 い を報告 う  

ン 着確認 い ン 派遣調整状況表 記録  

 

 ン 活動状況 集計 報告 

  作 ン 派遣調整状況表を 日 総務部 提出 報告  
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ン 派遣要請 付担当 

  被災者 ン 派遣要請を 付 必要 あ 活動場所 現地確認

を行い 全 活動 断  

 ○主 業務 

  ン 派遣要請 付 

  付用電 FAX番号 決 や 配 周知 災

害 ン 窓口を設 来所 付 行う  

電 及 窓口等 聞 うえ ン 派遣依頼票 様式 102 作 活

動 容や活動場所を確認 険 伴う作業 断 特 家屋 活動 場合 行政等

全 確認 地域及 家屋等 限  

専門性 必要 思わ 活動 い 派遣調整担当 相談 対応 断

あ 回答 断 難 い 容 い 部 責任者 相談 回答

 

派遣希望日 時間 い 確認 但 日時指定 場合 ン 状況

派遣 い場合 あ を必 伝え  

 

 主 活動 容 

 

 

 

 

 

  活動場所 地 作  

  必要 応 活動場所 地 を作 災害 ンを基準 広域地

活動場所付近 宅地 を 種類添付 派遣調整担当 提出  

活動場所 地 い 販 地 ほ 必要 応 手書 等

作 わ や い を準  

  

 ン 要請件数 集計 報告 

 ン 派遣依頼 付表 様式 102-2 を作 作 表を 日 総務

部 提出 報告  

 

 

 

 

 

 

 

避難所 手伝い      被災者 否確認 物資 調 運搬  

要援護者 配食や い物 屋 外 片付   要援護者 移送 付 添い 

日常生活支援       相手 
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地域活動部 

  ン 活動 伴う資機 や車両 管理 ン 送迎 活動 必要

支援を行う 一般的 災害 ン ン 依頼用 電 相談窓口を開

設 被災者 支援 簡 集 来 い 被災者 立場 立

ン 活動を い 中 被災者 を 掘 活動を創

造 開 い 主 役割  

○主 業務 

  ン 派遣 調査 

   災害 ン 開設 周知 い 多

い 掘 避難所 外 状況を調査 必要 あ  

 

 資機 管理 

活動 向 う ン 資機 を  

活動を終了 ン 資機 返却を  

                      資機 物品 渡簿 様式 106-2  

資機 在庫を管理 補充及 新規要望等 あ 総務部 依頼  

                      資機 物品管理簿 様式 106  

 車両 管理 

使用 能 車両 い 総務部 力 確認 を作  

配車管理 車両使用予定表 様式 105-2  

 

 送迎及 物資配送等 

必要 応 ン を活動場所 送迎  

車を所持 い ン 力を得 あ 但 ン等 支給

原則 行わ い 事前 理解 い い 力を得  

 

 ン 向 情報提供 

宿泊や食事 交通情報等 ン 向 情報提供 を設置 情報 信

掲示板 掲示 等 を行う 但 宿泊 手配や食事 手配    

直接 行わ 個 手配 ン 等 各自 行う  

 

 ン 相談 付及 機 力依頼 

記 情報 ほ 健 相談 各種相談を 付 必要 応 機 力 

を依頼  

 

   ン 支援 必要 を行う  
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 ン 活動希望者対応 流   
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 災害 ン 例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出入口 

活
動
報
告

付
※

 

書
類
記
入
場
所 

活
動
報
告

付
※

 

ン

ィ

付 

ン 待機場所 

事務  

機 

 

電 PC  

ン 依頼 掲示 

活動報告 付 

地

、

ン

ィ

情
報

掲
示 

ン 活動 流 掲示 

活動 

ン 

ョン 

※書類記入場所 ン 付窓口 ン 送 出 後 活動報告 付  

ン

ィ

 

付
票
記
入 

ン

ィ

 

付
票
提
出
、

録 

待機 ン ョン 

資機  

資機 出場所 

～～～～～～～ 

～～～～～～～ 

活動場所 出  
活動 

屋外 



様式集 
 

 様式１０１   ボランティア登録票（個人・団体責任者） 

 様式１０１－２ ボランティア登録票（団体） 

 様式１０１－３ ボランティア受付簿 

 様式１０２   ボランティア派遣依頼票 

 様式１０２裏面 ボランティア活動報告書 

 様式１０２－２ ボランティア派遣依頼受付表 

 様式１０２－３ ボランティア派遣調整状況表 

 様式１０３   ボランティア募集・求人票 

 様式１０４   応援職員スタッフ配置予定表 

 様式１０５   車両管理・運行簿 

 様式１０５－２ 車両使用予定表 

様式１０６   資機材・物品管理簿簿 

 様式１０６－２ 資機材・物品受渡簿 

 様式１０７   業務引継書 

 様式１０８   情報提供整理表 

 様式１０９   町田市災害ボランティアセンター活動報告書 

 様式１１０   町田市災害ボランティアセンターFAX送信票 

 資料①     ボランティア活動に行くグループリーダーの方へ 

 資料②     ボランティア活動に参加されるみなさまへ 

 資料③     ボランティア活動の流れ 

 資料④     災害ボラセンチラシ 

 資料⑤     災害ボランティア募集チラシ 



様式101
町田市災害ボランティアセンター

□新規登録　□継続

□個人　　　□団体（団体名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　総数　　　人）

受付：　　　  年 　 月 　 日

担当：

下記項目に記入または該当項目を選んで下さい。
団体責任者の方は団体用ボランティア登録票にも記入して下さい。

  〒　　　　－　　　

　　　　－　　　－　　　　　 　　　　－　　　－　　　

 □自宅　　□自宅以外　　電話番号　　　　－　　　－　　　　　

 □加入している　　　　□加入していない

 □あり　　　　　　　　□なし

　　　　月　　　日より　　　　　　月　　　日まで

 その他（ 　　　　　）

注）ここに記載されている個人情報については、本人の許可なく、町田市災害ボランティアセンターに関する

　業務及びボランティア保険加入に関する業務以外に利用はいたしません。

資格・特技など

センター記入欄

ボランティア保険

災害ボランティアの経験

活動可能日

車両の使用
 移動時の自家用車の使用：□可（車種：　　　　　　　　）　□不可　　　　

 移動時の運転について　：□可　 □不可　　　　

住　所 　都 ・ 道
　府 ・ 県

市・区
郡

電話番号 携帯電話番号

非常時連絡先
 連絡先氏名：

ふりがな 男 ・ 女

氏　　名
団体は　　は

責任者名

        年 　 月 　　日生

年齢　　　          歳

取扱い注意

ボランティア 登 録 票（個人・団体責任者）

ボランティア登録番号
年     月    日    No.



町田市災害ボランティアセンター

受付：　　   年 　 月 　 日 年 月 日 No.

担当：

登録番号は様式101と同一にする

下記太線内のご記入をお願いします。　　

　　総人員数 人 

参加者名簿

ボランティア

保険

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

 □加入済

 □現地加入

11

12

13

14

センター記入欄

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

団 体 名

責任者名

氏　　 　名 住　　　　　　所 電話番号

取扱い注意
様式101-2

　ボランティア 登 録 票（団体） 　　　　　　NO      /

ボランティア登録番号



町田市災害ボランティアセンター 様式101-3

ふりがな

氏　名

19 新規・継続 済 ・ 未

20 新規・継続 済 ・ 未

17 新規・継続 済 ・ 未

18 新規・継続 済 ・ 未

15 新規・継続 済 ・ 未

16 新規・継続 済 ・ 未

13 新規・継続 済 ・ 未

14 新規・継続 済 ・ 未

11 新規・継続 済 ・ 未

12 新規・継続 済 ・ 未

9 新規・継続 済 ・ 未

10 新規・継続 済 ・ 未

7 新規・継続 済 ・ 未

8 新規・継続 済 ・ 未

5 新規・継続 済 ・ 未

6 新規・継続 済 ・ 未

3 新規・継続 済 ・ 未

4 新規・継続 済 ・ 未

1 新規・継続 済 ・ 未

2 新規・継続 済 ・ 未

ボランティア受付簿
〔　町田市災害ボランティアセンター　  月　   日受付分〕

№ 新規・継続 住所 連絡先 保険加入 備考



年 月 日 №

受付者：

男・女 年齢

具体的な作業内容

（ ）

家屋診断結果

赤（危険）　　黄（要注意）　　緑（調査済み）

　＜重要＞

被災建築物

応急危険度判定

・未実施　→　　　　　　　　　派遣を希望される場合は、必ず判定を受けてください。

・実施済み

※建物の状態等、注意すべき点

派遣人数合計　　　　　　　　名 　（男性　　　　名　女性　　　　名）

必要資材

※（　　）内に必要個数を記入

　□マスク（　　　　）　□軍手（　　　　）　□ヘルメット（　　　　）　□バケツ（　　　　）　□スコップ（　　　　）

　□一輪車（　　　　）　　□土のう袋　　　（　　　　）　　　□ブルーシート　（　　　　）

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

依頼内容

作業・活動内容

 1、避難所の手伝い　２、屋内外の片付け　３、話し相手・聞き相手　４、 被災者の安否確認

 ５、配食・買い物　６、子どもの遊び相手　７、支援物資の調達・運搬・仕分け　８、移動・付添支援

 ９、 日常生活支援（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１０、 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動場所

(住所)

　　　　町田市

活動希望

日時
　　　なし　　・　　あり　→　　　　　　　　月　　　　　　　　　日　　　　　　　　　時ごろ

（　 電話　　・　　来所　 ）

依頼者

ふりがな

氏名
性別 歳

電話番号 携帯電話

住所

※本人以

外の場合

　　□家族　（続柄　　　　　　　）　　□近隣住民　　　□避難所ｽﾀｯﾌ　　□その他（　　　　  　　　　　　　　）

ふりがな

氏名
電話番号

様式102

≪取扱注意≫
町田市災害ボランティアセンター

　　　　ボランティア派遣依頼票　　　
派遣依頼受付番号

受付日： 年 月 日



(受付者）

  合計　　　　　　　　名

(受付者）

  合計　　　　　　　　名

(受付者）

  合計　　　　　　　　名

ボランティア

の

様子について

進捗状況 □ 完了 □継続（残作業量） □保留

活動先の

様子・状況

報告受理日時：　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　時　　　　分

派遣人数 名 　（男性　　　　名　女性　　　　名）

　

ふりがな

リーダー

氏名
活動内容

活動内容

進捗状況 □ 完了 □継続（残作業量） □保留

活動先の

様子・状況

ボランティア

の

様子について

報告受理日時：　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　時　　　　分

派遣人数 名 　（男性　　　　名　女性　　　　名）

　

ふりがな

リーダー

氏名

活動内容

進捗状況 □ 完了 □継続（残作業量） □保留

活動先の

様子・状況

ボランティア

の

様子について

ボランティア活動報告書

報告受理日時：　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　時　　　　分

派遣人数 名 　（男性　　　　名　女性　　　　名）

　

ふりがな

リーダー

氏名



№ 依頼者氏名 活動内容 活動場所
派遣

希望人数

派遣

希望日
備　考

10

9

8

7

6

5

4

3

2

                                             

 町田市災害ボランティアセンター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式102-2

 ボランティア派遣依頼受付表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      　[　　　　年　　　月　　　日　（　　）　受付分]

1



様式102-3

活動内容   活動時間

年 月 日 Ｎo. 活動場所 ：　　　　～　　　 ： 終 続

10

人

人

人

9

8

人

人

7

6

人

人

5

4

人

人

3

2

1

人

町田市災害ボランティアセンター

ボランティア派遣調整状況表

[　　　　年　　　月　　　日　（　　）　派遣分]

№
派遣依頼受付番号

依頼者氏名 派遣人数
活動結果

帰着確認 備　考



様式103

町田市災害ボランティアセンター

　　　ボランティア募集・求人票

    年   月   日    No.

　総数　　　人（男　　　人　女　　　人）

　（内経験者　　　　人）

依頼内容

作業希望日 　　　　　月　　　日　　　　時　～　　　　　月　　　日　　　　時

力仕事：□有・□無

取扱い注意

派遣依頼受付番号

作業場所
（町名まで）

必要人数

ポストイットの記入例

フルネーム性別

男

森
野
太
郎

ポストイットに氏名、性別を記入して貼り付



町田市災害ボランティアセンター 様式104

№　　　　

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

例 ○○　×× △支援団体 Ａ 3 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

　　　　　　　 ３　ＶＣの運営に必要な物資の受け入れ及び拠点の設置　　４　現地災害対策本部及び各関係機関・団体との連携並びに救援・支援活動

応援職員スタッフ配置予定表
〔　町田市災害時ボランティアセンター　　　月　　　日　～　　月　　日分　〕　　

№ 氏　名 所属団体名 配置先（※）
活動期間・役割（※）

備考

※配置先：Ａ　総務部　　Ｂア　ボランティア部ボランティア登録受付担当　　Ｂイ　ボランティア部ボランティア派遣要請受付担当

　　　　　　　Ｂウ　ボランティア部ボランティア派遣調整担当　　Ｃ　地域活動部

　　役割：　１　関連情報の収集・発信　　２　市町村ＶＣ及びその他の活動拠点等の連絡調整及びＶの需給調整



町田市災害ボランティアセンター 様式105

№　　　　　　

㎞ ℓ

　　
㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

㎞ ℓ

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

車輌管理・運行簿
　車輌名（　　　　　　　　）車輌ナンバー（　　　　　）

日付 運転者名 運行時間 運転区間 延べ走行距離 給油量 車両の状況等備考



町田市災害ボランティアセンター 　　　車輌使用予定表　（　　月　　日） 様式105-2

車輌名 車輌ナンバー 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

【例】

ヴィッツ
1 ○○○○(派遣依頼受付番号) 　忠生方面

月　　　　　　日



町田市災害ボランティアセンター 資 機 材 ・ 物 品 管 理 簿
（　　　　月分）

様式106

№ 品名

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計

在庫数

貸出数

返却数

（補充数）

在庫数

貸出数

返却数

（補充数）

在庫数

貸出数

返却数

（補充数）

在庫数

貸出数

返却数

（補充数）

在庫数

貸出数

返却数

（補充数）

在庫数

貸出数

返却数

（補充数）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量（在庫・出庫・返却数）　　　　　　　　　　　



町田市災害ボランティアセンター 資 機 材 ・ 物 品 受 渡 簿
（　　年　　月　　日）分

様式106-2

派遣依頼受付番号

品名 貸出数 返却数 貸出数 返却数 貸出数 返却数 貸出数 返却数 貸出数 返却数 貸出数 返却数 貸出数 返却数 貸出数 返却数 貸出数 返却数 貸出数 返却数 貸出数 返却数

№　　　 合　計№　　　 №　　　 №　　　 №　　　 №　　　

№

№　　　 №　　　 №　　　 №　　　



町田市災害ボランティアセンター 業 務 引 継 書 様式107

団体名等

活動期間

引 継 日

　＊必要な場合は資料を添付してください。

　【その他】

団体名等

引継者名

氏　名

              年　　　　　月　　　　　日（　　）　　　～　　　　　月　　　　　　日（　　）　　　　　　

              年　　　　　月　　　　　日（　　）　　　　　　　　　

所属
部・担当

【業務内容と手順】 【注意・留意点など】



町田市災害ボランティアセンター
情報提供整理表（苦情等含む）

様式108    

受付日 受付者
氏名・団体名/

連絡先
内容 対応日 対応者 対応等 備　考

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /



町田市災害ボランティアセンター 様式109

　【活動希望者への受付・相談受付】

　ア　ボランティア登録受付担当

　　

　　　　　ボランティア登録数

新規　　　　　　　　　　　　　　　　

継続                          　   

ボランティア保険加入者人数　　　　　　　

備考

　【ニーズの受付】

　イ　ボランティア派遣要請受付担当

ボランティア依頼受付　　　　　　　　　　　

備考

　【コーディネート】

　ウ　ボランティア派遣調整担当

マッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　

求人中のボランティア　　　　　　　　　　　

備考

【　　　　　　　　　件】

【　　　　　　　　　件】

【　　　　　 　　団体】【　　　　　　　　　名】

【　　　　　 　　団体】 【　　　　　　　　　名】

　【　　　　　　　　　名】

【　　　　　　　　　件】

町田市災害ボランティアセンター活動報告書

（各担当⇔総務部）

　年　　　月　　　日　　　時　　　分

団体 個人

【　　　　　 　　団体】【　　　　　　　　　名】



様式110

送信日時　　年　　月　　日　　時　　分

宛先 （ＦＡＸ）

様

件名

本文

町田市災害ボランティアセンター

　　　　　　　担当

ＴＥＬ（代表）　０４２－７２○－×○×○

ＦＡＸ　　　　　０４２－７２×－○×○×

町田市災害ボランティアセンター　FAX送信票

町田市災害ボランティアセンター

発信者

連絡先



ボランティア活動に行くグループリーダーの方へ 

 

１ 作業に必要な資機材は「資機材管理場所」へ寄って受け取ってください。 

 

２ 現地に到着したらまず、依頼内容に間違いがないか依頼者に確認を取ります。 

 

３ 現地で使用できるトイレや水道があるか、依頼者に確認を取ります。 

 

４ 作業は安全を確認し進めてください。困った時はセンターに確認しましょう。 

 

５ 事故や体調不良等があった時は、速やかにセンターに連絡をしてください。 

 

６ リーダーはグループメンバーをまとめ、依頼者からの指示はリーダーが受け、 

グループメンバーに伝えるようにしてください。 

 

７ 危険と思われる時には無理をしないでください。必要に応じ、軍手、マスクなどを着用 

してください。 

 

８ 長時間の作業は避け、適宜休息を取りましょう。１時間の作業につき１０分～１５分の

休憩をとってください。 

 

９ 作業終了時間は「派遣依頼・報告書」に記載してあります。もし、終了時間になっても

作業が残った場合は、「継続作業」にするのか依頼者と話し合い、その結果を報告書に

記入します。 

 

10 センターに帰着後、まずは資材の返却をお願いします。貸出時の数を確認してご返却 

ください。リーダーは報告担当者に「報告書」を提出し、報告してください。 

 

 

 

町田市災害ボランティアセンター  

 

 連絡先： ０４２ － ７２× － ○×○× 

資料① 



ボランティア活動に参加されるみなさまへ 

被災地に入り活動する上で大切な心構えがいくつかあります。ボランティアとして適

切な行動が出来るように心がけましょう。わからないことはボランティアセンターの

スタッフに必ず確認をしましょう。 

 

 最低限の注意を忘れない         被災地に負担をかけない 

 

 

 

 

 

 

 自分のことは自分で守る         気負い過ぎはトラブルのもと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 携帯品も各自で用意           対等な関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 良識ある行動を             具合が悪くなったり、ケガをしたら 

ただでさえ混乱している被災者の心をか

き乱すような姿勢は望ましくありませ

ん。挨拶や言葉遣い、約束を守ることな

ど基本的なことを大切に。 

食事や交通費、宿泊費など活動にかかる

費用はボランティアご本人の自己負担で

す。また体調に不安がある場合は活動を

控えましょう。 

「自分のことは自分で守る」のが基本。

活動によっては危険が伴うものもあり

ます。自分の手に負えない場合は勇気を

もって断りましょう。また必ず「ボラン

ティア保険」に加入してから活動しまし

ょう。保険加入手続は、ボランティアセ

ンターへ。 

「役に立ちたい」「自分がやらなくては」

と気負い過ぎると被災者の負担になっ

たり、逆に被災者の自立の妨げになるこ

ともあります。できないことを引き受け

てしまうと、後でトラブルになる可能性

もあります。冷静な判断を心がけましょ

う。 

動きやすい服装はもちろん携帯品は各

自で用意しましょう。 

（携帯品の例は次のとおり） 

健康保険証、雨具、ラジオ、携帯電話、

弁当、水筒、軍手、タオル、マスク、筆

記用具、常備薬、ティッシュ、寝袋、リ

ュックサックほか 

 

被災者とボランティアは「してもらう

人」「してあげる人」という関係ではな

く、復興に向け「ともに協力し合う」関

係であることを忘れないでください。 

被災者に対し「かわいそうな人」という

見方をせず「一緒にやりましょう」とい

う姿勢を持つことが大切です。 

 

活動中、ならびに往復途上での被災地・

被災者への写真撮影はご遠慮ください。 

被災者のプライバシーの保護、また被災

者の心情にご配慮をお願いします。 

 

活動中や往復中に具合が悪くなったり、

ケガをしてしまったら、すぐにグループ

リーダーに報告しましょう。無理をせず

に、安全第一で活動しましょう。 

資料② 



（災害ボラセン入り口に掲示） 

ボランティア活動希望者の皆さま ご参加ありがとうございます 

掲示情報で受付の流れ・活動の諸注意・被災情報などを確認してください。 

 

 ①              「ボランティア受付票」とポストイットを受け 

取る。 

 

 ②              書類記入場所で登録票を記入してください。 

名札の代わりにテープに名前を書いて、目立つ 

場所に貼ってください。ボランティア保険に 

未加入の方は保険への加入を。 

 

 ③              ボランティア登録票を提出し、 

待機場所に移動します。 

 

 ④              掲示されている活動の諸注意をお読みになり、 

                活動の募集までお待ちください。 

 

 ⑤              グループを編成し、参加するボランティア活動

を決定します。 

 

⑥              オリエンテーションを受け、グループリーダー

を決め「依頼票・報告書」を受け取ります。 

                 

 ⑥              必要な資機材を借り活動現場へ出発します。 

 

 

 ⑧  

 

 

 ⑨              使用した資機材は貸出窓口に返却します。 

帰着後、人員と健康状態を確認します。 

 

⑩              活動報告書を提出し、活動現場での状況を報告 

                します。 

 ⑪               

                お疲れさまでした！ 

 

 

 

 

受  付 

登録票記入 

名札シール記入 

登録票提出 

待  機 

 

活動先の決定 

リーダーの決定 

活動用資機材の借り出し 

 

出  発 

活 動 

資機材返却・帰着確認 

 

活動報告書の提出 

活動の終了 

資料③ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアによるお手伝いを必要とされている方は、 

下記の相談窓口にご相談ください。 

☆こんなお手伝いをします！ 

 避難所のお手伝い、家の内外の片づけ、ゴミ出し、など 
 

☆派遣を依頼される方へ 

 ボランティアの皆さんは、被災者の方の役に立ちたいという気持ちから集まっ

ています。依頼に際しては、以下の点をあらかじめご了承ください。 

 ○専門的技術を要することや危険を伴う作業など、ご要望にお応えできない場

合もあります。 

 ○ボランティアの参加状況によっては、すぐにご要望にお応えできない場合も

あります。 

 ○ボランティアの活動への対価は必要ありません。食事の用意なども不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

町田市災害ボランティアセンター 
（運営／町田市社会福祉協議会） 

 

住  所 町田市南成瀬５－１２ 町田市立総合体育館内 

活動時間 午前９時～午後４時 

 

〔受付〕 来所 派遣要請受付担当 

      電話 ０４２－７××－×○×○ 

      FAX  ０４２－７××－×××△ 

 依頼方法 来所または電話で、町田市災害ボランティアセンター 

      へお申し込みください。 

      TEL：０４２－７××－×○×○ 

家の片づけなどを 

ボランティアがお手伝いします 

資料④ 



 

 

 

 

 

 

被災地と被災された方々へ、あなたの力を貸してください。。 

☆こんなお手伝いをお願いします！ 

 避難所のお手伝い、家の内外の片づけ、ゴミ出しなどなど 
 

☆ボランティア活動に参加を希望される皆さまへ 

 ○ボランティアに来られる前に、ホームページや電話で必ずボランティアの 

募集状況等を確認してください。 

 ○食事や飲み物などは持参してください。交通費等も自己負担です。 

 ○ボランティア活動はすべて無報酬です。 

 ○団体での活動は、あらかじめボランティアセンターにお申し込みください。 

  （個人の方は当日、受付で登録の手続きをおこなってください）。 

○派遣の要請状況により、活動がない場合もあります。 

 
町田市災害ボランティアセンター 

（運営／町田市社会福祉協議会） 

住所  町田市南成瀬５－１２ 町田市立総合体育館内 

 

活動時間はおおむね、午前９時～午後４時です。 

活動場所は町田市内各地です。 

 

ボランティア活動希望に関するお問い合わせ 

      電 話 ０４２－７××－×××× 

      F A X ０４２－７××－×××△ 

     ホームページ http//www.----------------------- 

 

 

 

 

ボランティアの派遣依頼は ０４２－７××－×○×○ へ 

町田市災害ボランティアセンターでは 
ボランティアを募集しています 

 

災害ボラセンの開所状況やボランティア活動状況について、 

事前に HPをご確認ください。 

資料⑤ 



 

 

資料集 
 

 ①町田市災害ボランティアセンターの設置運営等に関する協定 

 ②東京都社会福祉協議会と町田市社会福祉協議会における災害時相互支援に

関する協定書 



 

 

町田市災害ボランティアセンターの設置運営等に関する協定 

 

町田市（以下「甲」という。）と社会福祉法人町田市社会福祉協議会（以下「乙」

という。）は、町田市内に災害（地震等の大規模な災害を含む。以下同じ。）が発

生した場合における協力体制に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第1条 この協定は、町田市地域防災計画に基づき、町田市内に災害が発生した

場合における町田市災害ボランティアセンター（以下「ボランティアセンタ

ー」という。）の設置運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（協力要請） 

第2条 甲は、町田市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）において、

次に掲げる事項につき協力が必要と判断した場合は、乙にその旨を要請（以

下「要請」という。）するものとする。 

（1） ボランティアセンターの設置運営に関する事項 

（2） 前号に掲げるもののほか、乙の協力が必要であると災害対策本部が判断

した事項 

2 要請の手続は、災害ボランティアセンター設置要請書（様式）により行うも

のとする。ただし、特に緊急を要すると認められる場合は、甲は口頭、電話等

により乙に要請し、後日甲から乙に対する要請書の送付をもって処理するもの

とする。 

（ボランティアセンターの設置運営） 

第3条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、当該要請に基づき、ボラ

ンティアセンターを設置するものとする。 

2 ボランティアセンターは、町田市立総合体育館に設置するものとする。ただ

し、当該施設がり災し、設置することが困難な場合は、これに代わる場所を確

保するものとする。 

3 甲は、著しい被害を受けた地域における現地ボランティアセンター（サテラ

イト）の設置について、乙から要請があったときは、その設置場所の確保に努

めるものとする。 

4 乙は、乙が別に定める「災害ボランティアセンター運営マニュアル」に基づ

き、災害ボランティア、他の社会福祉協議会、関係団体等の協力を得て、運営

するものとする。 

（連携及び協力） 

第４条 甲及び乙は、ボランティアセンターの設置及び運営について、相互に連

携・協力し、それぞれの特性に応じ必要な業務を実施するものとする。 



 

 

2 甲及び乙は、必要に応じてボランティアセンターの設置・運営に必要な車両、

資機材等を相互に提供するものとする。 

3 甲及び乙は、被災状況、安否情報、協力要請等の情報を相互に提供するもの

とする。 

（ボランティアセンターの業務） 

第5条  ボランティアセンターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

（1） ボランティアコーディネーターの確保に関する事項 

（2） ボランティアの受付・登録、配置、活動内容の指示に関する事項 

（3） ボランティア活動の連絡、調整に関する事項 

（4） ボランティア保険加入手続に関する事項 

（5） 被災地・避難施設等におけるボランティアニーズの把握等の情報収集に

関する事項 

（6） 東京都災害ボランティアセンターとの連絡、調整に関する事項 

（7） 前各号に掲げるもののほか、ボランティアセンターの運営にあたり、甲

及び乙が必要と認める事項 

（ボランティアセンターの閉鎖） 

第6条 ボランティアセンターの閉鎖は、災害復旧状況を考慮し、甲及び乙の協

議の上決定するものとする。 

（経費の負担） 

第7条 要請に基づき乙が協力した事項に要した費用のうち、甲が認めた費用に

ついては、甲が負担するものとする。 

（平時の協力体制） 

第8条 甲及び乙は、災害時に迅速かつ円滑に災害ボランティアセンターの設置

運営ができるよう、平時から相互に連携した取組に努めるものとする。 

2 乙は、甲の実施する合同防災訓練に積極的に参加するとともに、関係団体と

のネットワーク整備に努めるものとする。 

3 甲は、乙が実施するボランティアセンターの設置運営訓練等に対し、可能な

限り協力するものとする。 

（協定の有効期間） 

第 9 条 この協定の有効期間は、2017 年 1 月 1 日から 2018 年 1 月 1 日 

までとする。ただし、期間満了の 3 か月前までに甲、乙いずれからも申し出

がないときは、さらに 1 年間延長されたものとみなし、以後、この例による。 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都

度甲と乙とが協議して定めるものとする。 

 



 

 

 

甲と乙とは、本協定締結の証として本協定書を 2 通作成し、それぞれ記名押

印の上、その 1 通を保管するものとする。 

 

 

2017 年 1 月 1 日 

 

甲 東京都町田市森野二丁目２番２２号 

 

 

町田市長       石 阪 丈 一 

 

 

乙 東京都町田市原町田四丁目９番８号 

社会福祉法人町田市社会福祉協議会 

 

 

会長        佐 々 木 の り 



東京都社会福祉協議会と町田市社会福祉協議会における 

災害時相互支援に関する協定書 
 

 

（目的） 

第１条 この協定は、町田市内において、地震、噴火、津波、豪雨、豪雪等の災害により、住民生

活に支障が生じ、町田市社会福祉協議会(以下、「町田市社協」という)が単独で十分な救援活

動が実施できない場合に、町田市社協と東京都社会福祉協議会（以下「東社協」という）が相

互に連携・協力し、効果的かつ円滑に被災者への支援活動等を行うために必要な事項を定め

るとともに、「関東甲信越静ブロック都県指定都市社会福祉協議会災害時の相互支援に関する協

定」（以下、「関ブロ協定」という）に基づき職員派遣等を行うにあたって必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（災害時連絡窓口） 

第２条 町田市社協及び東社協は、災害発生時に被災者への速やかな支援活動が遂行できるよう、

あらかじめ災害時の担当窓口（以下「災害時連絡窓口」という）を定め、それを相互に連絡す

るものとする。 

 ２ 町田市社協及び東社協は、前項に定める災害時連絡窓口に変更が生じた場合には、速やか

に相手方へ報告するものとする。 

３ 東社協は、災害発生時において、町田市社協を含めた東京都内の区市町村社会福祉協議会（以

下、「区市町村社協」という）と緊密に連絡を取り合うよう努めるものとする。 

 

（支援の手続き及び決定） 

第３条 町田市において災害が発生した場合、町田市社協は、次の事項を速やかに東社協に連絡

するものとする。 

（１）被害状況及び被災者への支援活動の状況 

（２）東社協に対する支援要請の必要性の有無とその内容 

（３）他の区市町村社協（以下、「他社協」という）に対する支援要請の必要性の有無とその内

容 

（４）支援活動を行うにあたって想定される活動拠点の概況等 

（５）前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 東社協は、町田市社協に速やかに職員を派遣し、被害状況等を把握したうえで、前項（２）

及び（３）による支援要請を受けた場合には、支援を実施するか否かを決定するものとする。 

３ 東社協は、町田市社協と協議のうえ、関ブロ協定に基づく関ブロ合同本部の設置並びに他

県・政令指定都市社協への支援要請を実施するか否かについて決定するものとする。 

 

（他社協からの支援要請への対応） 

第４条 町田市社協は、東京都内の他地区において発生した災害につき、当該他社協に対する支

援の要請が東社協からあった場合には、都内社協の相互支援の精神に基づき、できる限りこれ

に応じるものとする。 

 ２ 東社協は、関ブロ協定に基づき設置された関ブロ合同本部から、同協定第４条第２項に基

づく支援要請があった場合には、同協定第６条第１項の（２）に基づき、町田市社協を含む区

市町村社協に対して、職員派遣等の要請をすることができることとし、町田市社協は、可能な

範囲でこれに協力するものとする。 

 ３ 町田市社協が自主的に行う都外支援活動はこれを尊重し、当協定支援と重なる場合は町田

市社協と協議する。 

  

 



（支援の内容） 

第５条 第３条第１項の（２）及び（３）に基づき実施することができる支援の種類は次のとおりと

し、具体的な支援内容等については、町田市が設置する災害対策本部等の方針をふまえ、町田

市社協、支援を行う他社協（以下「支援実施社協」という）及び東社協の協議により決定する。 

 （１）以下の業務への従事を目的とした職員の派遣 

   ア 災害ボランティアセンターの設置・運営に関する業務 

イ 被災者のニーズの把握、生活支援に関する業務 

   ウ 生活福祉資金特別貸付に関する業務 

エ その他、被災者等への救援活動に必要な業務 

 （２）被災状況、ボランティア募集、募金等に関する情報提供 

 （３）支援活動に必要な物品、資材及び器材の募集並びに斡旋 

 （４）関係機関との連絡調整 

（５）その他、町田市社協が必要とする支援 

 

（経費の負担） 

第６条 第５条に定める支援に要する経費は、原則として、支援を実施した東社協または支援実施

社協の負担とし、町田市社協はこれを負担しない。ただし、東社協は関係機関との調整等によ

り、支援実施社協の負担を補填できるものとする。 

 

（勤務の取扱い） 

第７条 第５条の（１）により派遣された職員の勤務は、支援実施社協における勤務と同様の扱い

とする。 

 

（準用） 

第８条 町田市社協が第４条に基づき他社協への支援を実施する場合には、第５条から第７条の

規定を準用する。 

 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項は、東社協と町田市社協が協議をして別に定めるものとする。 

 ２ この協定に基づく災害時の相互支援については、区市町村社会福祉協議会部会及び同事務

局長会等において、随時、協議及び情報交換を行い、必要に応じて協定内容を見直すこととす

る。 

 

付則 

この協定は平成２０年４月１日より施行する。 

 

上記の協定の成立を証するため、この証書を東社協及び町田市社協間で２通作成し、それぞ

れ記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

平成２０年４月１日 

                  社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 

                     会 長 佐々木 の り 

 

                   

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 

                     会 長  大 竹  美 喜 

 

 



 

町田市災害ボランティアセンター運営マニュアル 

 

  平成２３年１２月発行 

  令和 ２年 ３月改定 

 

  発 行 社会福祉法人町田市社会福祉協議会 

 

  住 所 町田市原町田４－９－８ 町田市民フォーラム４階 

  連絡先 電話：０４２－７２２－４８９８ 

      F A X：０４２－７２３－４２８１ 


